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　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。 

　　　───────────────────

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成28年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第76号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第128号）の一部を次のように

改正する。

　第43条第27号を次のように改める。

（27）クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニル

モノマー）

　第70条第１項第１号ア（イ）中「及び第22号」を「、

第22号及び第27号」に改める。

　第79条第２項第25号を次のように改める。

（25）クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニル

モノマー）

　別表第14の２の２水質の汚濁の原因となる物質の表中

13の項を削り、14の項を13の項とし、15の項から21の項

までを１項ずつ繰り上げ、20の項の次に次のように加え

る。

21
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニ

ルモノマー）

　別表第15ふっ素及びその化合物の項の次に次のように

加える。

クロロエチレン（別

名塩化ビニル又は塩

化ビニルモノマー）

検液１リットルにつ

き0.002ミリグラム

　別表第16塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノ

マー」を「クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビ

ニルモノマー）」に改め、同表備考第３項第28号中「塩

化ビニルモノマー」を「クロロエチレン（別名塩化ビニ

ル又は塩化ビニルモノマー）」に改める。

　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、平成29年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の

日以後に行われる第70条第１項に規定する調査（以下

「調査」という。）について適用し、同日前に行われ

た調査については、なお従前の例による。

　　　───────────────────

　川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　平成28年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第77号

　　　川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施

　　　行規則の一部を改正する規則

　川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平

成12年川崎市規則第45号）の一部を次のように改正する。

　第８条第３項中「又は相模原市長」を「、相模原市長

又は横須賀市長」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　平成28年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第78号

　　　川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一

　　　部を改正する規則

　川崎市子ども・子育て支援法施行細則（平成26年川崎

市規則第71号）の一部を次のように改正する。

　第１号様式中「市民税」を「市町村民税」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、平成28年10月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　平成28年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第79号

　　　川崎市児童福祉法施行細則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市児童福祉法施行細則（昭和47年川崎市規則第62

号）の一部を次のように改正する。

　第９号様式を次のように改める。


